
議員提出議案第２号 

 

 

川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び川崎市議会会議規則第

１３条の規定により提出いたします。 
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                 〃     菅 原   進 



川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正す

る条例 

 川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例（平成１４年川崎市

条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「６３人」を「６０人」に改める。 

 第２条中「川崎区 １０人」を「川崎区  ９人」に、「宮前区 １０人」を

「宮前区  ９人」に、「多摩区 １０人」を「多摩区  ９人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 

 



   提 案 理 由 

 

 川崎市議会の議員の定数及び各選挙区において選出すべき議員の数を改正する

ため、この条例を制定するものである。 


